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（目 的） 

第１条 この試行要領は、福島県土木部が発注する公共工事の建設発

生土（以下「建設発生土」という。）のうち、現場内利用や他の工

事等への活用が出来ない建設発生土について、試行的に民間が設

置・運営・管理する受入地へ建設発生土を有償で処理し、適切で安

全な建設発生土の処理、円滑な公共工事の執行に寄与することを

目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）民間受入地 民間が設置・運営・管理している受入地（採石

場跡地又は砂利採取場跡地に限る）で、県に登

録し、建設発生土を有償で処理する受入地 

（２）事業者 民間受入地を設置・運営・管理する者 

（３）受入費 当該民間受入地で建設発生土１ｍ３当たりの処理

に要する費用 

（４）受注者 福島県土木部が発注した公共工事を受注した者  

 

（民間受入地の登録条件） 

第３条 民間受入地として登録を受けるための条件は、次に掲げる

（１）～（７）の全ての要件に該当すること。 

（削除） 

 

 

（目 的） 

第１条 この試行要領は、福島県土木部が発注する公共工事の建設発

生土（以下「建設発生土」という。）のうち、現場内利用や他の工

事等への活用が出来ない建設発生土について、試行的に民間が設

置・運営・管理する受入地へ建設発生土を有償で処理し、適切で安

全な建設発生土の処理、円滑な公共工事の執行に寄与することを

目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）民間受入地 民間が設置・運営・管理する受入地（埋立地、

採石場跡地等）で、県に登録し、建設発生土を

有償で処理する受入地 

（２）事業者 民間受入地を設置・運営・管理する者 

（３）受入費 当該民間受入地で建設発生土１ｍ３当たりの処理

に要する費用 

（４）受注者 福島県土木部が発注した公共工事を受注した者  

 

（民間受入地の登録条件） 

第３条 民間受入地として登録を受けるための条件は、次に掲げる

（１）～（６）の全ての要件に該当すること。 

ただし、関係法令の許可が不要な土地の場合は（１）を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

（削除） 
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（１）採石法又は砂利採取法に係る採取計画の認可を受けている

こと。 

（２）県で定める誓約書を提出すること。 

（３）民間受入地まで大型（10t）ダンプの走行が可能であること。 

（４）事業者が所有している又は所有者が受け入れについて同意

した土地であること。 

（５）受入費が適正であること。 

（６）廃棄物が不法に投棄されていない土地であること。 

（７）民間受入地として、地元の理解が得られていること。 

 

（事業者の資格要件） 

第４条 事業者（協同組合、協会、共同企業体の場合は、構成する全

ての個人・法人を含む）は、次に掲げる（１）～（３）の全ての要

件に該当すること。 

（１）次のいずれかに該当すること。 

  （削除） 

 

 

 

ア 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第３条に規定す

る砂利採取業者の登録を受けていること。 

イ 採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条に規定す

る採石業者の登録を受けていること。 

（２）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）の規定による更生手

（１）民間受入地として、関係法令の許可を受けている土地であ

ること。 

（２）県で定める誓約書を提出すること。 

（３）民間受入地まで大型（10t）ダンプの走行が可能であること。 

（４）事業者が所有している又は所有者が受け入れについて同意

した土地であること。 

（５）受入費が適正であること。 

（６）廃棄物が不法に投棄されていない土地であること。 

 

 

（事業者の資格要件） 

第４条 事業者（協同組合、協会、共同企業体の場合は、構成する全

ての個人・法人を含む）は、次に掲げる（１）～（３）の全ての要

件に該当すること。 

（１）次のいずれかに該当すること。 

ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定す

る建設業（土木工事業、とび・土工工事業又はしゅんせつ工

事業のいずれかに限る）の許可を有し、福島県の工事等請

負有資格業者名簿への登録を受けていること。 

イ 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第３条に規定す

る砂利採取業者の登録を受けていること。 

ウ 採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条に規定す

る採石業者の登録を受けていること。 

（２）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）の規定による更生手

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 
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続開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。（会

社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定によ

る再生計画認可の決定を受けている場合を除く。） 

（３）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）」に規定する暴力団及び暴力団関係者との関係が

ないこと。 

 

（民間受入地の登録申請） 

第５条 事業者は、技術管理課長へ以下の書類を１部提出すること。 

（１）民間受入地の申請書（様式－１） 

（２）民間受入地実施状況書（様式－２） 

記載内容は、①から⑩のとおり 

① 図面（無い場合は、概要図等でも可とする。） 

ａ 位置図（別添） 

ｂ 計画平面図（別添） 

ｃ 計画横断図（別添） 

ｄ 構造図（別添） 

ｅ 建設発生土運搬経路図（別添）【幹線道路から受入地まで】 

② 現況写真（別添） 

③ 受入予定期間 

④ 受入目的 

⑤ 全体計画土量（盛土、埋戻し） 

⑥ 土地の権利等に関する書面（公図、要約書、借地の場合は借

続開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の

規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。（会社

更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による

再生計画認可の決定を受けている場合を除く。） 

（３）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）」に規定する暴力団及び暴力団関係者との関係が

ないこと。 

 

（民間受入地の登録申請） 

第５条 事業者は、技術管理課長へ以下の書類を１部提出すること。 

（１）民間受入地の登録申請書（様式－１） 

（２）民間受入地実施状況書（様式－２） 

記載内容は、①から⑩のとおり 

① 図面（無い場合は、概要図等でも可とする。） 

ａ 位置図（別添） 

ｂ 計画平面図（別添） 

ｃ 計画横断図（別添） 

ｄ 構造図（別添） 

 

② 現況写真（別添） 

③ 受入予定期間 

④ 受入目的 

⑤ 全体計画土量（盛土、埋戻し） 

⑥ 土地の権利等に関する書面（公図、要約書、借地の場合は借

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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地契約書等）の写し 

⑦ 採石法又は砂利採取法に係る採取計画の認可書の写し 

⑧ 民間受入地受入条件 

（削除） 

ａ 受入可能日、時間帯 

ｂ 受入対象土（土質区分基準等）（表－１を参照） 

ｃ 受入費（消費税抜き） 

ｄ 受入地利用者の遵守事項及び利用手順 

ｅ その他 

⑨ 受入土量確認方法 

⑩ 誓約書（様式－３） 

⑪ 地元の理解を得たことが分かる資料（任意様式） 

⑫ その他、技術管理課長が民間受入地の審査に必要と認める

資料 

 

（民間受入地の審査） 

第６条 技術管理課長は、前条の書類の提出があった場合、書類の確

認と現地調査を行う。 

２ 技術管理課長は、前項の確認及び現地調査終了後、第３条及び

第４条に規定する登録条件等について審査する。 

 

（民間受入地の登録） 

第７条 技術管理課長は、前条第２項による審査及び第１０条第１項

の協議により、民間受入地とすることが適当と認めた場合には、

地契約書等）の写し 

⑦ 事業に係る関係法令の許可書等の写し（別紙１を参照） 

⑧ 民間受入地受入条件 

ａ 受入エリア（市町村等） 

ｂ 受入可能日、時間帯 

ｃ 受入対象土（土質区分基準等） 

ｄ 受入費（消費税抜き） 

ｅ 受入地利用者の遵守事項及び利用手順 

ｆ その他 

⑨ 受入土量確認方法 

⑩ 誓約書（様式－３） 

 

 

 

 

（民間受入地の審査） 

第６条 技術管理課長は、前条の書類の提出があった場合、書類の確

認と現地調査を行う。 

２ 技術管理課長は、前項の確認及び現地調査終了後、第３条及び

第４条に規定する登録条件等について審査する。 

 

（民間受入地の登録） 

第７条 技術管理課長は、前条第２項による審査及び第１０条第１項

の協議により、民間受入地とすることが適当と認めた場合には、

 

（変更） 

 

（削除） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

（追加） 
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民間受入地として登録を行う。 

２ 受入予定期間は、採石法又は砂利採取法における採取計画の認

可期間内とする。 

３ 技術管理課長は、前項で登録する場合、様式－４－１により事

業者、様式－４－２により県土木部発注機関へ通知する。 

４ 技術管理課長は、民間受入地として登録しない場合、様式－５

を申請者へ通知する。 

 

（民間受入地の空き容量の報告） 

第８条 事業者は、年度毎に空き容量を、様式－６により技術管理課

長に報告すること。ただし、技術管理課長が求めた場合、事業者はそ

の時点の空き容量を報告すること。 

 

（受け入れ土量の確認） 

第９条 事業者は、建設発生土を受け入れた場合、様式－７により受

け入れた最終土量の受入証明書を発行すること。 

２ 受注者は、事業者が発行する受入証明書を完成図書に添付し、

提出すること。また、民間受入地の計量システム等から発行され

る明細書（民間受入地が、計量システム等から明細書等を発行し

ていない場合は、これに代わる資料）を完成検査、及び、施工中に

監督員から提示を求めた場合は速やかに提示しなければならな

い。 

 

 

民間受入地として登録を行う。 

 

 

２ 技術管理課長は、前項で登録する場合、様式－４－１により事

業者、様式－４－２により県土木部発注機関へ通知する。 

３ 技術管理課長は、民間受入地として登録しない場合、様式－５

を申請者へ通知する。 

 

（民間受入地の空き容量の報告） 

第８条 事業者は、年度毎に空き容量を、様式－６により技術管理課

長に報告すること。 

 

 

（受け入れ土量の確認） 

第９条 事業者は、建設発生土を受け入れた場合、様式－７により受

け入れた最終土量の受入証明書を発行すること。 

２ 受注者は、事業者が発行する受入証明書を完成図書に添付し、

提出すること。また、民間受入地の計量システム等から発行され

る明細書（民間受入地が、計量システム等から明細書等を発行し

ていない場合は、これに代わる資料）を完成検査、及び、施工中に

監督員から提示を求めた場合は速やかに提示しなければならな

い。 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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（民間受入地の受入費） 

第 10条 技術管理課長は、事業者が申請時に受入条件として計上し

ている受入費を確認し、様式－８－１により事業者と協議の上、

決定する。 

２ 事業者は、受入費を改定したい場合、様式－８－２により技術

管理課長と協議する。 

３ 技術管理課長は、前項により受入費を改定した場合、様式－９

により県土木部発注機関へ通知する。 

 

（民間受入地の登録の解除） 

第 11 条 技術管理課長は、事業者から登録解除の申し出があった場

合は、当該民間受入地の登録を解除する。 

２ 事業者は、民間受入地の登録を解除したい場合、解除する３か

月前までに技術管理課長へ様式－１０を１部提出すること。 

３ 技術管理課長は、民間受入地の登録が解除された場合、様式－

１１により事業者、様式－１２により県土木部発注機関へ通知す

る。 

 

（民間受入地の登録の取消し） 

第 12条 技術管理課長は、民間受入地の登録後、次の事実が判明し

た場合には、登録を取り消すことができるものとする。 

（１）提出書類に虚偽の内容が含まれていた場合 

（２）諸法令に違反した場合 

（３）事業者が倒産・廃業した場合 

（民間受入地の受入費） 

第 10条 技術管理課長は、事業者が申請時に受入条件として計上し

ている受入費を確認し、様式－８－１により事業者と協議の上、

決定する。 

２ 事業者は、受入費を改定したい場合、様式－８－２により技術

管理課長と協議する。 

３ 技術管理課長は、前項により受入費を改定した場合、様式－９

により県土木部発注機関へ通知する。 

 

（民間受入地の登録の解除） 

第 11 条 技術管理課長は、事業者から登録解除の申し出があった場

合は、当該民間受入地の登録を解除する。 

２ 事業者は、民間受入地の登録を解除したい場合、解除する 3 か

月前までに技術管理課長へ様式－１０を１部提出すること。 

３ 技術管理課長は、民間受入地の登録が解除された場合、様式－

１１により事業者、様式－１２により県土木部発注機関へ通知す

る。 

 

（民間受入地の登録の取消し） 

第 12条 技術管理課長は、民間受入地の登録後、次の事実が判明し

た場合には、登録を取り消すことができるものとする。 

（１）提出書類に虚偽の内容が含まれていた場合 

（２）諸法令に違反した場合 

（３）事業者が倒産・廃業した場合 
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２ 技術管理課長は、前項により取り消す場合、様式－１３により

事業者、様式－１４により県土木部発注機関へ通知する。 

 

（その他） 

第 13条 登録及び登録後にかかる提出書類等の経費については、す

べて事業者負担とする。 

２ 建設発生土の受入れは、民間受入地に登録されても確約するも

のではない。 

３ 本試行要領に定めのない事項で疑義が生じた場合には、事業者

と技術管理課長との協議によるものとする。 

 

（試行要領の見直し） 

第 14条 本試行要領は、必要に応じて見直しを行なうものとする。 

２ 技術管理課長は、本試行要領を終了する場合、３か月前までに

登録中の事業者へ通知を行う。 

 

附 則 

１ この試行要領は、令和３年１月１５日から施行する。 

 

附 則 

１ この試行要領は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和５年３月３１日以前に登録された民間受入地は、なお従前

の例による。 

 

２ 技術管理課長は、前項により取り消す場合、様式－１３により

事業者、様式－１４により県土木部発注機関へ通知する。 

 

（その他） 

第 13条 登録及び登録後にかかる提出書類等の経費については、す

べて事業者負担とする。 

２ 建設発生土の受入れは、民間受入地に登録されても確約するも

のではない。 

３ 本試行要領に定めのない事項で疑義が生じた場合には、事業者

と技術管理課長との協議によるものとする。 

 

（試行要領の見直し） 

第 14条 本試行要領は、必要に応じて見直しを行なうものとする。 

２ 技術管理課長は、本試行要領を終了する場合、３か月前までに

登録中の事業者へ通知を行う。 

 

附 則 

１ この試行要領は、令和３年１月１５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

１． 民間受入地の事業に係る関係法令の許可等 

① 都市計画法に基づく許可 

② 建築基準法に基づく許可 

③ 地すべり防止法（国土交通省所管、農林省所管、林野庁所管）

に基づく許可 

④ 砂防法に基づく許可 

⑤ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可 

⑥ 森林法に基づく林地開発許可及び受入地内の保安林に係る許

可 

⑦ 農地法に基づく許可 

⑧ 自然公園法に基づく許可 

⑨ 採石法に基づく許可 

⑩ 砂利採取法に基づく許可 

⑪ 土壌汚染対策法に基づく届出 

⑫ その他必要となる法令・条例等に基づく許可 

 

 

 

 

 

 

（削除） 
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（追加） 
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（変更） 
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